
１　職員の任免に関する事項

(１)採用及び退職の状況（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

(２)部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）

①正規職員

人

人

人

(注)１ 職員数は一般職に属する職員数です。

　　２ [     ]内は、条例定数の合計です。

②フルタイム会計年度任用職員

(注)令和２年度より制度開始。

　　　  　区　　分

部　　門

職 員 数 ( 人 ） 対前年
増減数

主 な 増 減 理 由

民生一般行政部門

令和4年 令和3年

計

6 13 ▲ 7 保育士正規職員採用による減

公営企業等
会計部門

病院

小　計

病院

水道

その他 25

7

25

8

287

481

消防

331計

63

31

154

2

農林水産

労働

商工

小　計

1

1

65

86

0

0

待機児童解消に向けた体制の充実151

総務企画

6

教育職（幼稚園）

計

議会

職種

一般行政職

税務職

医師・歯科医師職

企業職

22

1

薬剤師・医療技術職

15

0

0

退職（人）

主 な 増 減 理 由

65

対前年
増減数

職 員 数 ( 人 ）

採用（人）

0

その他教育職

(注) 職種区分は、地方公務員給与実態調査の調査要領によるものです。

令和3年

消防職

技能労務職

新図書館開設に向けた体制の充実

1

配置換えによる増

＜参考＞人口1万人あたりの職員数

0

▲ 2

2

4

看護・保健職

1

6

配置換えによる減

0

1

令和4年

17

所管替えによる増

0

818815

7

87 1

1

1018

0

1 3

3

民生

▲ 1

88

0

0

24

34

3

1

0

25

2

88

1

　　　  　区　　分

部　　門

4

税務

一
般
行
政
部
門

退職者不補充

▲ 10

教育

474

新規採用

15

下水道

＜参考＞人口1万人あたりの職員数

衛生

30

323

20

土木

福祉職

新型コロナウイルス感染症対策による増

62

▲ 1

0

8

技術職任期付採用による体制の強化

18

普
通
会
計
部
門

0

▲ 9

15

[ 1,074］ [0］

296

1

15

[ 1,074］

344334

合　　計

公
営
企
業
等
会
計
部
門

9

＜参考＞人口1万人あたりの職員数

3 2

▲ 3

▲ 6

泉大津市人事行政の運営等の状況について

44.9

65.2

110.4

欠員不補充
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(３)年齢別職員構成の状況

　

(４)職員数の推移

①正規職員
（単位 ： 人・％）

(注) 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

②フルタイム会計年度任用職員

(注)令和２年度より制度開始。

区　分

13

445

799

86

354

平成28年度 令和４年度

434

789

474

65

令和２年度

302

令和３年度

87

323

普通会計計

290

58

359 352

一般行政

消防

286

6

令和３年度 令和４年度

一般行政 ― ― ― ― 14

平成29年度 平成30年度

63

57（13.4%）

平成29年度

331

59

355

平成30年度 令和元年度 令和２年度

86

344

481

60歳

人

1

424

789

公営企業
等会計計

352

782

2 3

教育

50（17.8%）

61

83

430 437

293

平成28年度～
令和４年度の
増減数（率）

4（6.8%）

3（3.6%）

令和元年度

84

　　　　年度

部門別
平成28年度

～

40歳

～

32歳 56歳44歳

～

52歳

～ ～

計

36歳 48歳

～ ～

未満 27歳

人 人

23歳 55歳

116

人 人

43歳 47歳

75

35歳

85

20歳

～

20歳 28歳
～

職員数
92

59

85

人

総合計 783

334

818 815

77

人 人

2366

人

― 3
公営企業等

会計
― ― ―

　　　　年度

部門別

43 55

84

281

59

▲25（▲7.0%）

32（4.1%）

24歳

815

人人

51歳

90

31歳 39歳

人

92

～

人

以上59歳

0

4

8

12

16

20

%
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２　職員の給与の状況

(１)人件費の状況

①普通会計決算

(注) 人件費には児童手当を含みません。

②水道事業会計決算

　（参考）

(注) 職員給与費には児童手当を含みません。

(２)職員給与費の状況

①普通会計決算

(注)１ 職員手当には退職手当、児童手当を含みません。

    ２ 職員数は、令和4年4月1日現在の人数です。

　　３ 給与費については、再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれており、職員数には当該職員を含んでいません。

　　４ 会計年度任用職員(フルタイム)の職員数及び給与費は、含めていません。

②水道事業会計

(注)１ 職員手当には退職給与金、児童手当を含みません。

    ２ 職員数は、令和4年3月31日現在の人数です。

(３)給与制度の総合的見直しの実施状況について
① 給料表の見直し

【　　実施　　】

（給料表の改定実施時期）　平成２７年４月１日

（内容） 行政職給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。

人材確保への影響を考慮し、初任給にかかる号俸等については引下げを行わず、高齢層については最大４％程度引下げ。

なお、激変緩和のため、３年間（平成３０年３月３１日まで）の経過措置（現給保障）を実施。

② 地域手当の見直し

（支給割合） 国基準が引き続き６％であるのに対し、本市においても引き続き６％を支給。

③ その他の見直し内容

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。（平成２７年４月１日実施）

平成29年度の
支給割合4月1日時点 遡及改定後

6% 6%

平成28年度の
支給割合

　　　　計　　 Ｂ

泉大津市の
支給割合

6% 6%

16

区分

千円

令和３
年度

千円 　　　　　千円

職員手当

区分

区分

令和２年度の人件費率

％％

Ｂ／Ａ

（参考）歳 出 額

　（令和4年1月1日）

人 　千円

Ｂ

千円

千円千円

一人当たり給与費
区分

14,502

令和３
年度 1,583,325

給　　　　　　　与　　　　　　　費

期末・勤勉手当

国基準による
支給割合

6% 6% 6% 6%

千円

令和３
年度

平成27年度の支給割合

73,807

Ａ

千円

人

一人当たり給与費

6,652106,43026,222

129,059

千円 ％

136,945

職員数
Ａ

給　　　　　　　与　　　　　　　費

職員給与費

344,540

65,706

人

住民基本台帳人口

令和２年度の総費用に占
める職員給与費比率

％

8.0

　　計　　Ｂ

職員数
Ａ

34,708,413

期末・勤勉手当

2,654,921

千円

職員手当

671,698481 5,520400,3001,582,923

総費用

Ｂ

給　 料

給　 料

4,707,612 13.6

純損益又は
実質収支

実質収支

6%

11.4

Ｂ／Ａ

職員給与費比率

千円

総費用に占める

平成30年度の
支給割合

6%

6%

Ｂ／Ａ

8.2

千円 千円

Ａ

Ｂ／Ａ

千円

人 件 費 率人 件 費

令和元年度の
支給割合

6%

6%

令和２年度の
支給割合

6%

6%

令和３年度の
支給割合

6%

令和３
年度

千円
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(４)特記事項

令和4年4月1日現在の給与抑制

特別職

(５)ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

（注） １　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて
　　学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数です。
２  類似団体とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

(６)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和4年4月1日現在）

①一般行政職

歳 円 円 円

②技能労務職

(A)

歳 14 人 円 円 円

歳 1 人 円 円 円

円 - 円

※　年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータはそれぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員において

　は前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

1　基本的な考え方

　　　　集中改革プランに基づき、民間委託の拡充等により、平成16年度以降、技能労務職員の採用は行っておりません。

給与につきましては、国及び地方公共団体の職員並びに民間事業の従業員の給与等を考慮し、適正化に向けた

　　取組を推進していきます。

2　具体的な取組内容　

給料表については、大阪府及び府内各市の動向を注視しつつ、慎重に検討してまいります。また、特殊勤務手当

　　及び住居手当について一部廃止を行い、昇給基準については、平成18年4月から国家公務員に準じた給与構造

　　改革を実施し、適正化に向けた取組を行っております。

　 今後とも、職員数の適正化及び退職者の補充の抑制を踏まえ、さらなる民間委託も視野に入れ、事務・事業の

　　見直しを引き続き検討してまいります。

平均給料月額

うち用務員 5,712,291

参考

321,583泉大津市

公務員
（Ｃ）

年収ベース（試算値）の比較

泉大津市

352,989

-

区　　分

307,483

期間

技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針

-

54.0

58.1うち用務員

区　　分

348,041

平 均 年 齢

項目

平均給与月額
職員数平均年齢

平均給与月額
(国ベース）

給料 ２０％～１０％の減額

内容

42.3

（国ベース）

泉大津市

公務員

区 分

338,140

-

民間
（Ｄ） Ｃ／Ｄ

-

392,645

平均給料月額

342,340

令和3年4月1日から令和7年1月12日まで

平均給与月額

319,000

平均給与月額

358,956
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③税務職

歳 円 円 円

④教育職(幼稚園教諭）

歳 円 円

⑤消防職

歳 円 円 円

⑥看護・保健職

歳 円 円 円

⑦企業職

歳 円 円 円

歳 円 円

(注)１ 「平均給料月額」とは、令和3年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

平均給与月額
(国ベース）

平均給料月額

泉大津市

平 均 年 齢

    ２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当
      などの諸手当の額を合計したものです。地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。
      また、「平均給与月額(国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には、通勤手当、時間外勤務手当、
      特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算した
      ものです。

泉大津市

421,704

496,418

280,054

45.1

平均給与月額

平均給与月額

泉大津市

区 分

平 均 年 齢

区 分

区 分

区 分

324,451

泉大津市 266,643

泉大津市

平 均 年 齢 平均給料月額

区 分 平均給料月額

平均給与月額

40.1

335,244366,865

45.1

平 均 年 齢

平均月収額

371,379

33.9

平 均 年 齢

基本給

42.3

    ４ 企業職における「平均月収額」には、期末手当及び勤勉手当が含まれる。

353,449

39.8泉大津市 290,867 336,448

352,317

平 均 年 齢 平均給与月額

372,529

平均給料月額

平均給料月額

312,459

区 分
平均給与月額
(国ベース）

平均給与月額

平均給与月額
(国ベース）

323,222

平均給与月額
(国ベース）

    ３ 企業職における「基本給」とは、給料、扶養手当及び地域手当の合計である。

296,021
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(７)職員の初任給の状況（令和4年4月1日現在）

円

円

円

円

円

円

(注) 技能労務職の初任給については、年齢で幅を設けているため、最低額を記載しています。

(８)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和4年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

(９)一般行政職の級別職員数の状況（令和4年4月1日現在）

 

(注)１ 泉大津市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

    ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

(１０)昇給へ人事評価の活用状況

　　   標準の区分のみ（一律）

人

１等級

主査・主任

２等級

令和3年4月1日から令和4年3月31日
までにおける運用

管 理 職 員 一 般 職 員

20.2

％0.00

未定

昇給実績が
ある区分

  イ．　人事評価を活用している

　　   上位、標準の区分

　　   標準、下位の区分

39

9

  ロ．  人事評価を活用していない 〇

　  活用予定時期

160,100

188,700

160,100

高　校　卒

高　校　卒

　技能労務職

事務職員・技術職員

未定

７等級

　一般行政職

昇給可能な
区分

％

〇

50

課長補佐・担当長

％

13

37

　　   上位、標準、下位の区分

11.7

5.2

29 人

　  活用している昇給区分
昇給可能な

区分

人

人

236,200

人

６等級

区　　分

係長・総括主査

部長・理事

14.9

％

-

-

中　学　卒

285,900
　消　防　職

大　学　卒

８等級

４等級

28.671

昇給実績が
ある区分

％

人

構成比

302,550 -

％

3.6

％

人

人

事務職員・技術職員

３等級

-

標準的な職務内容

15.7

-

泉大津市
区　　　分

初任給

大　学　卒

部次長・部参事・課長・課参事

職員数

高　校　卒

-

188,700

高　校　卒

大　学　卒

経 験 年 数 １ ５ 年

-

区　　　         分

％

-

-

経 験 年 数 １ ０ 年

146,100

大　学　卒
　消　防　職

高　校　卒 -

中　学　卒

５等級 専門官

-

252,433

高　校　卒

160,100

　技能労務職

　一般行政職
280,866

-

経 験 年 数 ２ ０ 年

-
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(１１)昇給への勤務成績の反映状況

現在昇給へ勤務成績は反映していません。

(１２)期末手当・勤勉手当

（令和３年度支給割合） （令和３年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

(注) １人当たり平均支給額は、全職種に係る職員（企業職、市立病院の医師などを含みます。）に支給された平均額

   です。

(１３)退職手当（令和4年4月1日現在）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　 定年前早期退職加算措置（2％～20％加算） 定年前早期退職特例措置（2％～45％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員（企業職、市立病院の医師などを含みます。）に

支給された平均額です。

勧奨退職制度については、平成２１年度（平成２１年４月１日）以降の退職者については運用を凍結

(１４)地域手当（令和4年4月1日現在）

％ 人 ％

(注) １人当たり平均支給額は、全職種に係る職員（企業職、市立病院の医師などを含みます。）に支給された平均額です。

国

1,368

47.70947.709

47.709

24.586875

千円

47.709

1.90

泉大津市

19.6695

39.7575

１人当たり平均支給額（令和３年度）

2.55

33.27075

泉大津市

国

815

支給対象地域 支給率

33.27075

18,5052,520

24.586875

47.709

19.6695

6

188,323

円

支給対象職員数

6泉大津市全域

－

1.90

28.0395

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算）

39.7575

支給実績（令和３年度決算）

47.709

2.55

28.0395

231,071

国の制度（支給率）

千円
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(１５)特殊勤務手当（令和4年4月1日現在）

(注) １人当たり平均支給額は、全職種に係る職員（企業職、市立病院の医師などを含みます。）に支給された平均額です。

細菌検査手当

臨床検査手当

細菌検査業務に従事する職員

放射線手当

病棟に勤務する助産師、看護師

じん芥収集現場作業を主管する課に所属する
職員

医師

感染症危険手当

じん芥収集現場作業従事手当

１回につき　３，０００円

出場１回につき　３００円

日額　　　２５０円

日額　　　１５０円

日額　　　２００円

日額　　　２５０円

医師

産業医に任命された医師

診療手当

手当の名称 主な支給対象職員

日額　　　１５０円

感染症患者の看護　日額 ３，０００円
防疫作業　　　　　日額 　　１５０円

下水道施設に勤務する職員

日額　　　１００円

動物屍体処理作業従事手当

(部長等）　１時間当たり　４，０００円

公益社団法人日本看護協会が定
める認定看護分野の看護師認定
にかかる看護業務

消防職員

水道料金徴収事務従事手当

公益社団法人日本看護協会が定める認定看護
分野の認定看護師登録を受けている看護師

消防職員

夜間特殊業務手当

医療業務等待機手当

救急業務

１回につき　２，５００円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和３年度）

給料月額の４０．６％～６０．６％
　　　　＋３０，０００円

１胎　９，０００円

手術業務

(副部長等）１時間当たり　３，５００円

夜間の看護業務

日額　　　１００円危険物取扱主任を命じた職員

土木工事現場作業従事手当

４時間以上　　　　　 ４，５００円
２時間以上４時間未満 ４，０００円
２時間未満　　　　　 ２，８００円

日額　３，０００円
　（４時間未満　１，５００円）

主な支給対象業務

(部長補佐等）１時間当たり　３，０００円

感染症の患者の看護又は防疫作
業

夜間看護手当

分娩手当

医師以外の技術職員（事務局に勤務する者を
除く。）

土木工事現場作業を主管する課に所属する職
員

休日、平日の帰宅後、１８時以
降、当直者の要請による勤務又
は夜間救急診療など勤務時間外
に特別に行う勤務

下水道施設勤務手当

日額　　　１００円

日額　　　２５０円

出動１回につき　４１０円

日額　　　１５０円

救急出場手当

水道料金徴収事務

日額　　　２７０円

水道現場作業又は浄配水作業

午後１０時から翌日の午前５時
までの間に行う通信業務等

１勤務につき　　６５０円

救急救命士に選任した消防職員

市税、国民健康保険又は介護保
険料事務従事手当

感染症防疫作業従事手当

支給実績（令和３年度決算）

日額　　　１００円

法令に基づき公の保護を受ける
者等の住居を訪問し、実地に行
う調査又は指導業務

動物屍体処理作業

社会福祉事務所の職員又は当直勤務に服する
職員

円

千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算）

29手当の種類（手当数）

45.9

299,523

800,943

種類

％

社会福祉事務従事手当

行旅病人又は行旅死亡人の収容
護送作業手当

市税、国民健康保険料又は介護保険料の賦課
又は徴収に関する業務を主管する課に所属す
る職員

感染症の患者の看護又は防疫作業に従事した
職員

左記職員に対する支給

助産師

社会福祉事務所の職員

行旅病人又は行旅死亡人の収容
護送作業

１胎　５，０００円

動物屍体処理作業を主管する課に所属する職
員

分娩業務

手術室に勤務する看護師

分娩業務

土木工事現場作業

１件　　　４００円

行旅病人　　１件 １，０００円
行旅死亡人　１件 ２，０００円

事務　　日額　　８０円
作業　　日額　１５０円

市税、国民健康保険料又は介護
保険料の賦課又は徴収に関する
業務

日額　　　２００円

下水道施設で行う事務又は作業

じん芥収集現場作業

現場作業手当 都市政策部企業職員

救急救命士手当

日額　　　１５０円

医師及び看護師

危険物取扱主任手当

出火等出動手当

日額　　　１５０円

臨床研修プログラム責任者に任命された医師

消火業務

細菌検査業務

放射線科に勤務する職員

管理職手当を支給される医師、看護師等で休
日、平日の帰宅後若しくは１８時以降特に勤
務した者、又は夜間救急診療等に従事する管
理職手当の支給を受ける医師若しくは看護師
等

臨床検査業務に従事する職員

産業医手当

臨床研修指導医手当

正規の勤務時間以外の時間等に自宅待機を命
じられた医師以外の病院に勤務する職員（診
療局及び看護部に勤務する技術職員に限
る。）

都市政策部企業職員

感染症危険手当（特例）

感染症患者の治療

特別出勤手当

手術業務手当

医師及び看護師等
新型コロナウイルス感染症の患
者の治療等

日額　　　１００円臨床検査業務

交替制勤務を正規の勤務としている消防職員

認定看護師手当

正規の勤務時間以外の時間等に自宅待機を命
じられた医師

日額　　　　４，０００円
（４時間未満　２，０００円）
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(１６）時間外勤務手当

(注) １人当たり平均支給額は、全職種に係る職員（企業職、市立病院の医師などを含みます。）に支給された平均額です。

(１７)その他の手当（令和4年4月1日現在）

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

(注) １人当たり平均支給額は、全職種に係る職員（企業職、市立病院の医師などを含みます。）に支給された平均額です。

同

住居を借りて家賃を払っている職員
その他の職員に支給されます。
　最高限度額　　28,000円
　最低支給額　　　　 0円

支給職員１人当た
り平均支給年額

(令和３年度決算)

国の制度
との異同

156,495

55,385 309,412住居手当

異

296,559

医師の宿日直
1回につき　　20,000円
医師の宿直
1回につき　　30,000円

異なる内容
（国の制度）

74,308 1,179,497

64,553

564,939

236,321

28,795

16,607

支給実績
(令和３年度決算)

177,1882,835

同

異

125,696

休日等（国民の祝日等及び年末年始）に
おいて、正規の勤務時間中に勤務した職
員に支払われます。

管理職員特別勤務手当

地位に応じて
6,000円～
　12,000円
6時間以上勤務
9,000円～
　18,000円

同休日勤務手当

102,955

異

地位に応じて
49,600円～88,500円
が支給される

管理職手当

臨時又は緊急その他の公務の必要によ
り、土・日曜日、休日等に勤務した管理
職員に支給されます。（管理職員に時間
外勤務手当は、支給されません）
　課長補佐以上
3時間以上勤務　　6,000円
6時間以上勤務　　9,000円

扶養手当

宿日直手当

正規の勤務時間以外の時間及び休日等に
おいて、庁舎・設備の保守等のために宿
日直勤務を行った職員に支給されます。
　医師　宿直1回につき　25,800円
       (救急の場合　　 55,000円)
　医師　日直1回につき　21,000円
       (救急の場合　　 39,000円)
　薬剤師、医療技師、看護師
   救急の宿直1回につき 10,070円
　 　　(管理職の場合　 12,570円)
   救急の日直1回につき  8,856円

　その他職員の宿日直1回につき
　　　　　　　　        4,400円

管理又は監督の地位にある職員に支給さ
れます
　部長　　　  70,000円
　理事　　　  62,000円
　次長　　  　56,000円
  部参事　  　53,000円
  課長　　  　49,000円
　課参事　  　43,000円
　課長補佐  　35,000円
　所長代理　　25,000円

夜間勤務手当 同
正規の勤務時間として深夜（午後10時か
ら翌朝5時まで）勤務した職員に支給され
ます。

同

交通機関を利用し、又は自動車等を使用
して通勤している職員（通勤距離が2キロ
メートル以上）に支給されます。

　交通機関利用者
　定期券等の価格により6ヶ月定期券
　相当額を年2回支給

　自動車等の交通用具使用者
  2km ～　5km   2,000 円
  5km ～ 10km   4,200 円
 10km ～ 15km   7,100 円
 15km ～ 20km  10,000 円
 20km ～ 25km  12,900 円
 25km ～ 30km  15,800 円
 30km ～ 35km  18,700 円
 35km ～ 40km  21,600 円
 40km ～ 45km  24,400 円
 45km ～ 50km  26,200 円
 50km ～ 55km  28,000 円
 55km ～ 60km  29,800 円
 60km ～ 　    31,600 円

通勤手当

支給実績（令和３年度決算）

手当名

千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算）

内容及び支給単価

　配偶者　　　　　　 　　  6,500円
　子　　　　　　1人につき 10,000円
　　16歳～22歳の子
　　1人につき　　 5,000円加算
　父母等　　　　1人につき　6,500円

116,377

円

85,312

252,401
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(１８)特別職の報酬等の状況（令和4年4月1日現在）

円

（ 円）

円

（ 円）

円

（ 円）

円

円

円

（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

報酬月額×0.18×在職月数 円 任期毎

( 円)

報酬月額×0.12×在職月数 円 任期毎

( 円)

報酬月額×0.12×在職月数 円 任期毎

( 円)

下段の（　　）内は、減額措置を行う前の給料月額で計算した退職手当の額です。

(注)１  給料及び報酬の（　　）内は、減額措置を行う前の金額です。

３　職員の勤務時間その他勤務条件に関する事項

(１)職員の勤務時間（一般職の標準的なもの）

(２)年次有給休暇の取得状況（令和３年）

副 議 長

6,151,680

副 市 長

38.0

17時15分 12時から12時45分 まで

平均取得日数平均付与日数

日

消化率

終了時刻

日 ％

開始時刻 勤務を要する日

9.6
１年につき２０日付与

25.2

制度の概要

＊付与された翌年に限り、繰り越し可能
　（最大４０日）

４．４月分

8時45分

備 考

    ２  退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期(４年＝４８月　※教育長は、
      ３年＝３６月）勤めた場合における退職手当の見込額です。

700,000

副 市 長

議 長

給　　　　料　　　　月　　　　額　　　　等

議 長

副 議 長

休憩時間

教 育 長

890,000

市 長

退
職
手
当

毎週月曜日から金曜日まで
（国民の祝日及び年末年始の休日を除く）

区 分

給
料

市 長

期
末
手
当

議 員

副 市 長

712,000

（令和３年度支給割合）

632,000

580,000

教 育 長

４．４月分

議 員

教 育 長

7,584,000

12,816,000

3,640,320

630,000

（令和３年度支給割合）

3,780,000

報
酬

550,000

790,000

610,000

市 長

2,721,600
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(３)その他の休暇制度（令和4年4月1日現在） 

(４)育児休業及び部分休業の取得状況

人 人 人 人

人 人 人 人

人 人 人 人

(５)介護休暇の取得状況

介護休暇を取得した者 男性 0 人 女性 0 人

8

8

忌引

生理休暇

７日以内結婚

有給

有給

有給

出産後

必要と認められる期間 有給

有給

育児時間

骨髄液の提供

証人、鑑定人、参考人等

病気休暇

続柄により１日～７日

妻の出産

出産前

住居の消滅等

有給

必要と認められる期間

必要と認められる期間

18

妊娠中の通勤緩和

介護休暇

交通機関の事故等

１年につき５日（２人以上は１０日）

リフレッシュ休暇

必要と認められる期間

休暇日数等

夏季休暇

子の看護

出産の日の翌日から８週間

短期介護休暇

２日

小学校就学前の子を看護する職員
　１年につき５日（２人以上は１０日）

妊娠中の健康診査等

有給

休暇の種類

選挙権、権利行使

出産予定日まで８週間

無給

勤務時間の始め又は終わりにおいて
　１日につきそれぞれ３０分以内

有給

有給

有給

療養のために勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の
期間

有給

有給

育児休業

１年につき５日以内

1

ボランティア休暇

18

有給

無給

配偶者等を介護する職員
　２週間以上、１年につき６月まで

組合休暇

26

4

職員団体の業務に従事する職員
　１年につき３０日

男性

女性

育児休業

令和３年度に新たに取得した職員

8

22

有給

保健指導、健康診査を受ける場合
　必要と認められる期間

部分休業部分休業

計

0

前年度からの継続者

有給

７日以内 有給

育児参加

区分

勤続１０年　５日間
勤続２０年　５日間
勤続３０年　５日間

２日

有給

有給

１歳３ヶ月未満の子を養育する職員
　１日２回　各４５分以内

有給

有給

7

７月～１０月の間に７日間（令和３年度）

0

５日 有給

不妊治療 １の年において５日（体外受精の場合は１０日） 有給
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４　職員の分限及び懲戒処分の状況に関する事項

(１)分限処分者数

人 人 人 人 人

人 人 人 人 人

人 人 人 人 人

人 人 人 人 人

人 人 人 人 人

人 人 人 人 人

人 人 人 人 人

(２)懲戒処分者数

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

５　職員の服務の状況に関する事項

職員の営利企業等従事許可の状況

人

人

人

人

６　職員の研修の状況

回 人

回 人

回 人

回 人

回 人

回 人

回 人

回 人

回 人

0

0

法令に違反した場合

区　　　　　　　　分 戒告 減給

能力開発・向上研修

階層別職員研修

8

1

0

9

参加者数回数

1

0

0

0

0

0

0 24

0

0

定数の改廃、予算の減少により過員を生じた場合

計

0

新規採用職員研修

1

降任

0

0

必要な適格性を欠く場合 0

0

休職

0

0

事件に関し、起訴された場合

0

0

325

職務上の義務に違反した場合

16

0

0

0

0

報酬を得て事業又は事務に従事する場合

派遣研修（大阪府市町村職員研修研究センター）

20

計

172

33

74

派遣研修（市町村アカデミー等）

派遣研修（その他） 134

151

0派遣研修（消防大学）

13

24

1

計

0

0

停職

0

0

0

0

288

12

人　　　　　　数区　　　　　　分

17

85

36

会社の役員等の地位を兼ねる場合

144

計

自ら営利を目的とする私企業を営む場合

研修名

0

0

0

0

条例で定めた理由による場合

0 0

0

0

0

0

区　　　　　　　　分

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行の
あった場合

免職

1

計 0

0

0

0

降給

24

0

0

0

0

訓告等

00勤務成績が良くない者

24心身の故障

計

0

854

免職

派遣研修（消防学校）

0

0

12



７　職員の福祉及び利益の保護の状況

(１)短期給付事業

　 ①大阪府市町村職員共済組合

　職員やその被扶養者の病気、けが、出産、死亡、休業等の場合に、医療などの

   　現物支給や給付金を支給

　職員の育児休業等に対し、育児休業手当金等を支給

(２)長期給付事業

　 ①大阪府市町村職員共済組合

　職員の退職、障害、死亡の時に、退職共済年金、障害共済年金、障害一時金、

 　  遺族共済年金を支給

(３)保健事業

 　①健康診断の状況

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

(注) 特定業務従事者健康診査、電離放射線障害検査については市立病院のみで実施し、また、胸部レントゲン、

　Ｂ型肝炎、電離放射線障害検診については、市立病院では年２回実施した延べ人数を含んでいます。

※　令和３年度より会計年度任用職員の受診人数を含んでいます。

(４)福祉事業

　 ①大阪府市町村職員共済組合

　組合員の臨時支出に対し、生活資金等を貸付

　 ②泉大津市職員厚生会

　文化・体育事業及びレクリエーション事業の実施

(５)公務災害補償の状況

人

人

(６)措置の要求の状況及び不服申立ての状況

受診者数

計

235

Ｂ型肝炎（Ｃ型肝炎含む）

233

282

定期健康診査

153

人間ドック

大腸ガン検診

特定業務従事者健康診査

2

255

　令和３年度における勤務条件に関する措置要求及び不利益処分に関する審査請求
　の状況については、該当はありませんでした。

区分

公務災害

災害件数

13

通勤災害

990

電離放射線障害検診

3,852

胃部レントゲン

346

286

252

820

種類

乳ガン検診

子宮ガン検診

胸部レントゲン

13



８　令和３年度に実施した職員採用競争試験の状況

人 人

人 人

人 人

人

人

人 人

人 人

人 人

1

46

9

0

受験者数

123 9

合格者数

22

1

5

保育士

上級建築職

消防吏員（上級）

区分

看護師

上級事務職

03上級土木職

消防吏員（初級） 58
2

助産師 6 4

人

14


